
徳
島
県
流
域
下
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
流
域
下
水
道
条
例
（
平
成
二
十
一
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

徳
島
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例

第
一
条
及
び
第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
の
規
定
に
基
づ
き
、
徳
島
県
流
域
下
水
道
事
業
（
以
下
「
流
域
下
水
道

事
業
」
と
い
う
。）
の
設
置
及
び
そ
の
運
営
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
流
域
下
水
道
事
業
の

施
設
と
し
て
設
置
す
る
同
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
流
域
下
水
道
（
以
下
「
流
域
下
水
道
」
と
い
う
。）
の
構
造
の
技
術
上
の
基
準
及
び
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。

（
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
）

第
二
条

都
市
の
健
全
な
発
達
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
に
寄
与
し
、
併
せ
て
公
共
用
水
域
の
水
質
の
保
全
に
資
す
る
た
め
、
流
域
下
水
道
事
業
を
設
置
す
る
。

第
七
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
六
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）」
を
削
り
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
四
条
中
「
法
第
二
十
五
条
の
十
八
第
一
項
」
を
「
下
水
道
法
第
二
十
五
条
の
十
八
第
一
項
」
に
、「
法
第
二
十
一
条
第
二
項
」
を
「
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第

十
一
条
と
す
る
。

三
校

　

徳
島
県
流
域
下
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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第
三
条
中
「
法
第
二
十
五
条
の
十
八
第
一
項
」
を
「
下
水
道
法
第
二
十
五
条
の
十
八
第
一
項
」
に
、「
法
第
七
条
第
二
項
」
を
「
同
法
第
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す

る
。第

二
条
の
次
に
次
の
七
条
を
加
え
る
。

（
財
務
規
定
等
の
適
用
）

第
三
条

法
第
二
条
第
三
項
及
び
地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号
）
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
流
域
下
水
道
事
業
に
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す

る
財
務
規
定
等
を
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
営
の
基
本
）

第
四
条

流
域
下
水
道
事
業
は
、
常
に
企
業
の
経
済
性
を
発
揮
す
る
と
と
も
に
、
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る
よ
う
に
運
営
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

流
域
下
水
道
の
名
称
、
処
理
区
及
び
下
水
道
法
第
六
条
第
四
号
に
規
定
す
る
流
域
関
連
公
共
下
水
道
に
よ
り
下
水
を
処
理
す
る
区
域
の
存
す
る
市
町
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

名

称

処

理

区

処
理
す
る
区
域
の
存
す
る
市
町

旧
吉
野
川
流
域
下
水
道

旧
吉
野
川
処
理
区

鳴
門
市

松
茂
町

北
島
町

藍
住
町

板
野
町

（
重
要
な
資
産
の
取
得
及
び
処
分
）

第
五
条

法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
予
算
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
流
域
下
水
道
事
業
の
用
に
供
す
る
資
産
の
取
得
及
び
処
分
は
、
予
定
価
格
（
適
正
な
対
価
を
得
て
す
る

売
払
い
以
外
の
方
法
に
よ
る
譲
渡
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
適
正
な
見
積
価
額
）
の
金
額
が
七
千
万
円
以
上
の
不
動
産
若
し
く
は
動
産
の
買
入
れ
若
し
く
は
譲
渡
（
不
動
産
の
信
託
の
場
合
を

除
き
、
土
地
に
つ
い
て
は
、
そ
の
面
積
が
一
件
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。）
又
は
不
動
産
の
信
託
の
受
益
権
の
買
入
れ
若
し
く
は
譲
渡
と
す
る
。

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
）

第
六
条

法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
流
域
下
水
道
事

業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠
償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が
百
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。

（
会
計
事
務
の
処
理
）

第
七
条

法
第
三
十
四
条
の
二
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
流
域
下
水
道
事
業
の
出
納
そ
の
他
の
会
計
事
務
の
う
ち
収
入
及
び
支
出
の
審
査
に
関
す
る
事
務
に
係
る
権
限
は
、
会
計
管
理

者
に
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
議
会
の
議
決
を
要
す
る
負
担
付
き
の
寄
附
の
受
領
等
）

第
八
条

流
域
下
水
道
事
業
の
業
務
に
関
し
、
法
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
条
例
で
定
め
る
負
担
付
き
の
寄
附
又
は
贈
与
の
受
領
及
び
法
律
上
県
の
義
務
に
属
す
る
損
害
賠
償
の

額
の
決
定
は
、
負
担
付
き
の
寄
附
又
は
贈
与
の
受
領
で
そ
の
金
額
又
は
そ
の
目
的
物
の
価
額
が
千
万
円
以
上
の
も
の
及
び
法
律
上
県
の
義
務
に
属
す
る
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
で
当
該
決

再
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定
に
係
る
金
額
が
五
百
万
円
以
上
の
も
の
と
す
る
。

（
業
務
状
況
説
明
書
類
の
作
成
）

第
九
条

知
事
は
、
流
域
下
水
道
事
業
に
関
し
、
法
第
四
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
当
該
各
号
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

毎
事
業
年
度
の
四
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
状
況
を
説
明
す
る
書
類

当
該
事
業
年
度
の
十
一
月
二
十
日

二

毎
事
業
年
度
の
十
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
状
況
を
説
明
す
る
書
類

翌
事
業
年
度
の
五
月
二
十
一
日

2

前
項
の
書
類
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

事
業
の
概
要

二

経
理
の
状
況

三

資
産
、
企
業
債
及
び
一
時
借
入
金
の
現
在
高

四

そ
の
他
事
業
の
経
営
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

3

知
事
は
、
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
故
に
よ
り
第
一
項
に
規
定
す
る
期
日
ま
で
に
業
務
の
状
況
を
説
明
す
る
書
類
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
事
故
の
や
ん
だ
日
か
ら
一
月
以
内
に
こ
れ
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
委
任
）

第
十
五
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
流
域
下
水
道
事
業
の
運
営
等
及
び
流
域
下
水
道
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
徳
島
県
特
別
会
計
設
置
条
例
の
一
部
改
正
）

2

徳
島
県
特
別
会
計
設
置
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
条
例
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
徳
島
県
流
域
下
水
道
事
業
特
別
会
計
の
項
を
削
る
。
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